
平成３１年４月１日 

 

米原市に入札参加されている皆様へ 
 

 

土木設計業務における資格要件について（お知らせ） 
 

 

米原市では、平成２５年４月１日から土木設計業務委託について、技術者の資格

要件を定めています。その一部について平成３１年４月１日から改正しますのでお知

らせします。 

 

 

改正部分 

   改正後     注６）についてすべて削除 

 

   改正前     注６）：設計金額５００万以上は、業務Ｂ以上とすること。 

 

 

 

 

 

 
【問合せ先】 

総務部 管財課 

電話 0749-52-6781 

 


